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日
本
史
の
な
か
の
古
代
・
中
世

　
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
特
定
の
時
代
を
指
す
言
葉
が
必
要
に

な
る
。
政
権
の
所
在
地
に
よ
る
「
奈
良
時
代
」「
平
安
時
代
」「
鎌
倉
時
代
」「
室

町
時
代
」「
江
戸
時
代
」
と
い
っ
た
呼
称
の
ほ
か
に
、「
古
代
」「
中
世
」「
近
世
」「
近

代
」「
現
代
」
と
い
う
時
代
名
称
も
あ
り
、
こ
れ
は
支
配
の
し
く
み
や
社
会
の
構

造
の
特
質
に
基
づ
い
た
、
お
お
ま
か
な
時
代
区
分
で
あ
る
。

　
畿き

内な
い
に
誕
生
し
た
政
権
は
日
本
列
島
各
地
に
力
を
及
ぼ
し
、
や
が
て
天
皇
を
頂

点
と
す
る
統
一
国
家
が
生
ま
れ
る
。
列
島
の
各
地
に
は
「
国
」
が
置
か
れ
、
地
域

の
住
民
は
中
央
政
権
や
国こ
く

衙が

（
国
府
）
に
租
税
を
納
め
た
。
中
国
の
支
配
体
制
を

模
し
た
「
律
令
制
」
に
よ
っ
て
統
治
が
な
さ
れ
る
時
代
が
「
古
代
」
に
あ
た
る
と

い
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
統
治
形
態
は
永
続
せ
ず
、
列
島
各
地
に
「
荘
園
」

が
生
ま
れ
、
住
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
荘
園
領
主
（
中
央
の
貴
族
な
ど
）
に
租
税
を
納

め
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、貴
族
の
従
者
で
あ
っ
た
武
士（
武
家
）が
力
を
伸
ば
し
、

鎌
倉
に
武
家
政
権
（
鎌
倉
幕
府
）
が
登
場
、
京
都
に
置
か
れ
た
室
町
幕
府
は
朝
廷

を
圧
倒
し
て
政
治
を
司
っ
た
。
荘
園
と
武
家
政
権
に
象
徴
さ
れ
る
新
た
な
時
代
が

「
中
世
」
に
あ
た
る
。

　
「
古
代
」「
中
世
」
の
範
囲
は
特
定
で
き
な
い
が
、
西
暦
六
〇
〇
年
か
ら

一
一
〇
〇
年
あ
た
り
ま
で
が
古
代
、
一
一
〇
〇
年
か
ら
一
六
〇
〇
年
ま
で
が
中
世

と
す
る
と
、
い
ず
れ
も
五
〇
〇
年
続
い
た
こ
と
に
な
る
。『
富
士
宮
の
歴
史　
通

史
編
Ⅰ
』
第
二
編
「
古
代
・
中
世
」
で
は
、
あ
わ
せ
て
一
〇
〇
〇
年
に
及
ぶ
時
代

の
富
士
宮
市
域
の
あ
り
さ
ま
と
人
々
の
歩
み
を
跡
づ
け
て
い
く
。
近
世
に
つ
い
て

述
べ
る
『
通
史
編
Ⅱ
』
と
の
境
目
は
、
こ
の
地
域
を
統
治
し
て
い
た
徳
川
家
康
が

関
東
に
移
封
と
な
っ
た
天て

ん

正し
ょ
う

一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
設
定
し
、
こ
こ
ま
で
の
こ

と
が
ら
を
『
通
史
編
１
』
で
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。

富
士
川
の
光
景

　
現
在
の
富
士
宮
市
の
市
域
は
、
富
士
山
の
南
西
麓
に
位
置
し
、
富
士
川
下
流
の

左
岸
が
大
半
で
、
一
部
に
右
岸
を
含
ん
で
い
る
。
海
に
は
面
し
て
お
ら
ず
、
海
の

そ
ば
に
あ
る
富
士
市
の
北
に
あ
た
る
。
山
か
ら
海
に
向
か
っ
て
流
れ
る
い
く
つ
か

の
川
に
よ
っ
て
、
こ

の
地
域
の
地
形
は
形

づ
く
ら
れ
て
い
る
の

で
、
ま
ず
は
川
の
流

れ
を
見
て
み
る
と
、

富
士
川
・
芝
川
・
潤

井
川
が
北
か
ら
南
に

流
れ
て
お
り
、
芝
川

が
富
士
川
に
合
流
し

た
あ
と
、
富
士
川
と

潤
井
川
が
並
ん
で
流

れ
、
海
に
至
っ
て
い

る
。（
図
１−

１
）

 

第
一
節
　
　
古
代
・
中
世
の
風
土
と
生
産

図 1-1　富士川・芝川・潤井川位置図
　　　　（スーパー地形アプリを使用）
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富
士
川
は
甲か

斐い

（
山
梨
県
）
か
ら
流
れ
て
く
る
大
河
で
、
山
梨
県
南み
な
み

巨こ

摩ま

郡
身

延
町
・
南
部
町
を
通
っ
て
富
士
宮
市
域
に
入
る
。
下し
も

稲い
な

子こ

・
長な
が

貫ぬ
き

と
内う
つ

房ぶ
さ

の
間
を

流
れ
、
さ
ら
に
羽は

鮒ぶ
な

・
沼
久
保
・
星ほ
し

山や
ま

と
富
士
市
北
松
野
・
南
松
野
・
木
島
の
間

を
流
れ
て
、
こ
の
あ
と
は
富
士
市
内
を
進
ん
で
海
に
至
る
。
現
在
の
富
士
川
は
ほ

ぼ
一
本
の
大
河
だ
が
、
か
つ
て
の
光
景
は
全
く
違
っ
て
お
り
、
た
く
さ
ん
の
小
さ

な
川
が
網
の
目
状
に
流
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
皇こ
う

極ぎ
ょ
く

天
皇
三
年
（
六
四
四
）
七
月
条
に
「
東
国
の
不ふ

尽じ

河か
わ

の

辺
の
人
」
で
あ
る
大お
お

生う

部べ
の

多お
お

が
登
場
し
、「
不
尽
河
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。（
写

真
１−

１
）
ま
た
、
承じ
ょ
う

和わ

二
年
（
八
三
五
）
六
月
、
太だ
い

政じ
ょ
う

官か
ん

符ぷ

に
よ
っ
て
「
駿
河

国
富
士
河
」
に
「
浮
橋
」
を
架
け
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

が
「
富
士
川
」「
富
士
河
」
と
い
う
表
記
の
初
見
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
東
海
道
を
旅
し
た
人
が
書
き
遺
し
た
紀
行
文
に
も
富
士
川
の
記
事

が
い
く
つ
か
み
え
る
。
貞じ
ょ
う

応お
う

二
年
（
一
二
二
三
）
に
富
士
川
に
来
た
『
海
道
記
』

の
筆
者
は
、
馬
に
乗
っ
て
川
を
渡
っ
て
い
る
。
弘こ
う

安あ
ん

二
年
（
一
二
七
九
）
に
は

尼あ
ま

阿あ

仏ぶ
つ

（
冷れ
い

泉ぜ
い

為た
め

相す
け

の
母
）
が
富
士
川
に
来
て
、「
十
五
の
瀬
」
を
渡
っ
た
と
書

き
遺
し
た
（『
十
六
夜
日
記
』）。
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
東
海
道
を
旅
し
た

飛あ
す
か鳥
井い

雅ま
さ

有あ
り

は
、「
富
士
川
は
袖
が
つ
く
く
ら
い
浅
く
て
、
波
も
な
か
っ
た
。
多

く
の
瀬
が
流
れ
分
か
れ
て
い
る
中
に
家
が
少
々
あ
っ
た
」
と
、
そ
の
光
景
を
描
写

し
て
い
る
（『
春
の
深
山
路
』）。
多
く
の
「
瀬
」
が
流
れ
、
馬
に
乗
っ
て
渡
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
の
が
、
当
時
の
富
士
川
下
流
の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）、
京
都
方ほ
う

広こ
う

寺じ

の
建
築
の
た
め
、
富
士
山
麓
か
ら

多
く
の
木
が
伐
り
出
さ
れ
、
そ
の
運
搬
に
富
士
川
も
利
用
さ
れ
た
。
松
平
家い
え

忠た
だ

（
三み

河か
わ

深ふ
こ

溝う
ず

城
主
）
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

山
で
伐
採
さ
れ
た
大
木
は
陸
路
で
南
に
運
ば
れ
、
沼
久
保
で
富
士

川
に
落
と
さ
れ
た
が
、
や
が
て
「
洲
」
に
ぶ
つ
か
っ
て
止
ま
っ
た
。

雨
で
川
が
増
水
し
た
の
で
ま
た
動
き
出
し
た
が
、
川
が
浅
い
の
で

写真 1-1　日本書紀（国立公文書館蔵）
「東国不尽河辺人大生部多」という記述がある（赤線部）。



64

第
一
章  

古
代
・
中
世
の

　
　
　富
士
宮
地
域

う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
は
陸
地
に
引
き
上
げ
て
吉
原
ま
で
届
け
た
。

　
沼
久
保
・
貫ぬ
く

戸ど

・
富
士
市
岩
本
あ
た
り
の
、
多
く
の
瀬
に
分
か
れ
て
い
な
い
富

士
川
で
も
水
深
は
さ
ほ
ど
な
く
、
洲
も
あ
る
の
で
、
船
や
木
材
を
動
か
す
の
は
困

難
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

潤
井
川
と
芝
川

　
現
在
の
富
士
宮
市
の
中
心
街
の
南
を
流
れ
て
い
る
潤
井
川
も
、
古
代
・
中
世
の

史
料
に
そ
の
名
を
み
せ
る
。
こ
の
川
の
源
流
は
富
士
山
麓
の
大
沢
崩
れ
で
、
途
中

伏
流
水
と
な
り
、や
が
て
地
表
に
出
て
大
宮
の
南
を
流
れ
、富
士
市
内（
吉
原
の
西
）

を
進
ん
で
駿
河
湾
に
至
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
中
に
「
秋
柏
潤
和
川
辺
の
小し

竹の

の
芽
の
人
に
は
逢
は
ね
君
に
あ

へ
な
く
」「
朝
柏
閏
八
川
辺
の
小
竹
の
芽
の
偲
び
て
寝
れ
ば
夢
に
見
え
け
り
」
と

い
う
和
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
み
え
る
「
潤
和
川
」「
閏
八
川
」
が

潤
井
川
に
あ
た
る
可
能
性
は
高
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
飛
鳥
井
雅
有
は
、
富
士
川
を
渡
っ
た
あ
と
「
う
る
ひ
川
」
を
渡
り
、
そ
の
様
子

を
書
き
留
め
た
（『
春
の
深
山
路
』）。「
田
子
の
宿
の
端
に
川
が
あ
り
、
う
る
ひ
川

と
い
う
。
こ
れ
は
浅あ
さ

間ま

大だ
い

明み
ょ
う

神じ
ん

の
宝
殿
の
下
か
ら
出
て
い
る
「
み
た
ら
し
」
の
末

だ
と
い
う
」
と
、
潤
井
川
が
浅
間
大
明
神
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
〈
以
下
、
浅

間
大
社
〉）
宝
殿
の
下
か
ら
流
れ
る
「
御み
た
ら
し
手
洗
」
の
下
流
だ
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。
浅
間
大
社
境
内
の
湧わ
く

玉た
ま

池い
け

は
、
か
つ
て
「
御
手
洗
水
」
と
呼
ば

れ
、
こ
こ
か
ら
流
れ
る
川
（
現
神
田
川
）
は
潤
井
川
に
合
流
し
て
い
る
。
潤
井
川

の
本
流
は
富
士
山
麓
か
ら
流
れ
て
い
る
が
、東
海
道
沿
い
の
渡
場
に
い
る
人
々
は
、

川
の
も
と
を
た
ど
る
と
浅
間
大
明
神
宝
殿
に
い
き
つ
く
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
天て
ん

文ぶ
ん

二
一
年
（
一
五
五
二
）
八
月
、今
川
義よ
し

元も
と

が
富
士
浅
間
社
（
現
浅
間
大
社
）

の
神
官
に
あ
て
て
出
し
た
朱
印
状
の
中
に
「
宇う

流る

井い

河が
わ

の
東
は
樋ひ

爪づ
め

ま
で
」
と
い

う
文
言
が
み
え
、
こ
こ
で
は
「
宇
流
井
河
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　
富
士
宮
市
の
北
西
部
か
ら
、
か
つ
て
の
芝
川
町
に
か
け
て
は
、
北
か
ら
南
に
向

か
っ
て
芝
川
が
流
れ
て
い
る
。
水
源
は
富
士
山
西
麓
の
湧
水
地
で
、
芝
川
地
域
の

羽
鮒
・
長
貫
で
富
士
川
に
合
流
し
て
い
る
。

　
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
一
一
月
、
徳
川
家
康
の
も
と
で
地
域
の
統
治
に
あ

た
っ
た
井
出
正ま
さ

次つ
ぐ

が
、
用
水
の
開
削
に
関
わ
る
指
示
を
出
し
て
い
る
が
、「
横
手

沢
村
芝
川
井
口
、百
間
四
方
な
り
。
井
路
二
里
余
、堀
幅
三
間
通
り
な
り
」と
み
え
、

「
芝
川
」
に
面
し
た
横
手
沢
（
現
内う
つ

野の

）
か
ら
用
水
路
を
作
る
計
画
が
立
て
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る（
本
編
第
四
章
第
七
節
）。こ
の
用
水
は
東
南
方
面
に
開
削
さ
れ
、

飲
料
水
や
灌か
ん

漑が
い

用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

　
芝
川
か
ら
分
流
す
る
用
水
路
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。
北
山
本ほ
ん

門も
ん

寺じ

に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
『
立り
っ

正し
ょ
う

安あ
ん

国こ
く

論ろ
ん

』
の
奥
書
に
「
貞じ
ょ
う

和わ

五
年
（
一
三
四
九
）
四
月
一
三
日
に
、

富
士
上
方
上
野
郷
水
口
で
、
日に
ち

源げ
ん

が
書
写
し
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
野
郷
の

中
に
「
水
口
」
と
い
う
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
の
富
士
宮
市
上
条

に
「
水
之
口
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、芝
川
の
す
ぐ
そ
ば
に
位
置
し
て
い
る
。「
水

口
」
は
「
水
路
の
入
口
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、こ
こ
で
芝
川
の
水
を
取
り
入
れ
、

用
水
路
を
通
し
て
南
方
に
水
を
流
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
「
大お
お

堰ぜ
き

用
水
」
と
い
う
水
路
が
あ
る
が
、
そ
の
原
形
は
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

山
で
暮
ら
す
人
々

　
富
士
宮
市
の
市
域
の
大
半
は
「
山
」
で
、
山
の
中
や
麓
で
生
活
し
、
生せ
い

業ぎ
ょ
う

を
営

ん
で
い
る
人
々
も
た
く
さ
ん
い
た
。「
山や
ま

作つ
く
り

（
山
造
）」「
木き

剪き
り

」「
杣そ
ま

夫ふ

」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
あ
る
。

　
永え
い

禄ろ
く

四
年
（
一
五
六
一
）
八
月
、
今
川
氏う
じ

真ざ
ね

が
「
富
士
の
山
造
四
十
人
」
に
関

わ
る
朱
印
状
を
出
し
て
い
る
（
本
編
第
四
章
第
三
節
）。「
北
山
・
木き

伐き
り

山や
ま
・
三
沢
・
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下し
も

方か
た

」
の
山
作
が
対
象
だ
が
、
木
伐
山
は
富
士
宮
市
村
山
、
三
沢
は
富
士
市
三
ッ

沢
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
北
山
か
ら
富
士
下
方
に
至
る
潤
井
川
東
方
の

山
麓
に
四
〇
人
の
山
作
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
作
が
以
前
か
ら
諸
役
を
免
除

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
内
容
の
文
書
だ
が
、「
大
宮
や
興こ
う

国こ
く

寺じ

の
普
請
な

ど
を
勤
め
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
関
銭
な
ど
を
納
め
る
必
要
は
な
い
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
山
作
が
大
宮
城
や
興
国
寺
城
（
沼
津
市
）
の
普
請
に
あ
た
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
四
〇
人
の
山
作
は
今
川
氏
の
支
配
の
拠
点
と
な
る
城
の
普
請
を

担
い
、
そ
の
み
か
え
り
と
し
て
、
ほ
か
の
役
負
担
を
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
今
川
氏
に
か
わ
っ
て
統
治
者
と
な
っ
た
武
田
氏
も
、
前
代
と
同
様
、
山
作
た
ち

に
一
定
の
奉
公
を
命
じ
、諸
役
免
除
を
認
め
た
。
元げ
ん

亀き

三
年
（
一
五
七
二
）
四
月
、

武
田
信
玄
は
富
士
北
山
の
「
山
作
衆
」「
木
剪
」
に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
、
今

川
氏
の
時
と
同
じ
く
諸
役
を
免
除
す
る
の
で
、「
御
城
の
材
木
・
板
以
下
の
奉
公
」

を
き
ち
ん
と
勤
め
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。

　
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
一
一
月
、
武
田
勝か
つ

頼よ
り

は
富
士
北
山
の
「
杣そ
ま

取ど
り

」
弥
左

衛
門
と
、
四
九
人
の
杣
夫
に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
、「
江え

尻じ
り

・
興
国
寺
な
ら
び

に
本も
と

栖す

・
大
宮
御
座
席
葺ふ
き

板い
た

・
材
木
以
下
の
奉
公
」
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
ほ
か

の
普
請
役
は
一
切
免
除
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
江
尻
城
（
静
岡
市
清
水
区
）
や

興
国
寺
城
の
普
請
、本
栖
（
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
）
や
大
宮
の
「
御
座
席
」（
大

名
が
泊
る
建
物
か
）
の
葺
板
や
材
木
の
調
達
な
ど
を
、
北
山
の
杣
夫
が
担
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
朱
印
状
に
は
四
九
人
の
杣
夫
の
住
所
と
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
て
、
山
で

生
活
す
る
人
々
の
広
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
１−

１
）。
上
野
・
精し
ょ
う

進じ
ん

川が
わ

・
半
野
・
佐さ

折お
り

・
内
野
・
猪い

之の

頭か
し
ら

は
、
潤
井
川
や
芝
川
の
上
流
部
の
郷
村
で
、

そ
の
ほ
か
の
地
名
（
御み

園そ
の
・
坂
下
・
上
平
・
お
の
さ
・
馬
場
・
水
ま
か
り
・
町
屋
・

中
い
と
）
は
現
在
の
富
士
宮
市
北
山
に
含
ま
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
現
在
の
北
山

と
そ
の
西
に
広
が
る
一
帯
が
ま
と
め
て
「
北
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
多
く
の

杣
夫
が
こ
こ
で
生
活
し
、
仕
事
を
こ
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

表 1-1　武田家朱印状にみえる富士北山の杣夫

地　　名 人　　　　名

みそ野（御園） 清左衛門、五郎左衛門、兵衛五郎、清右衛門

坂下 清九郎

上平 善右衛門

おのさ 新右衛門、与五右衛門

馬場 次郎左衛門

水まかり 宗左衛門、衛門四郎

上野 甚左衛門、次郎左衛門、源三郎

精進川 清七、次郎左衛門、弥三郎、善兵衛

半野
甚左衛門、文左衛門、善右衛門、新左衛門、次郎右衛門、新右衛門、孫右衛門、清左衛門、
四郎兵衛、三右衛門、清次郎

さをり（佐折） 善右衛門、宮内右衛門、八郎左衛門、次郎右衛門、源左衛門

うつ野（内野）
新左衛門、新右衛門、甚左衛門、源右衛門、兵衛三郎、左衛門太郎、源六、七郎右衛門、
縫殿右衛門、縫殿左衛門

猪之頭 七郎左衛門、縫殿助、五郎左衛門

町屋 孫右衛門

中いと 新三郎
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現
在
の
富
士
宮
市
麓ふ
も
と

の
あ
た
り
に
は
、
山
に
入
っ
て
金
の
採
掘
に
あ
た
る
「
金

山
衆
」
と
、
麓
に
い
て
精
錬
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
麓
衆
」
が
い
た
。
天

正
一
〇
年
三
月
、
武
田
氏
滅
亡
と
い
う
状
況
の
中
で
富
士
郡
に
介
入
し
て
き
た
小

田
原
の
北
条
氏
（
氏う
じ

政ま
さ

・
氏う
じ

直な
お

父
子
）
が
、「
金
山
衆
・
麓
衆
」
に
味
方
と
し
て

の
行
動
を
促
す
よ
う
北
条
氏う
じ

規の
り

（
伊
豆
韮に
ら

山や
ま

城
主
）
に
指
示
し
て
お
り
、
こ
の
地

域
に
「
金
山
衆
」「
麓
衆
」
が
い
て
、
軍
事
的
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
駿
河
を
押
さ
え
た
徳
川
家
康
は
、天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
五
月
、「
金

山
二
十
二
人
衆
」
に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
、「
今
後
城
攻
め
の
際
に
は
最
前
に

馳は

せ
参
じ
奉
公
す
る
と
申
し
出
て
く
れ
た
の
で
、
普
請
役
は
免
除
す
る
」
と
約
束

し
て
い
る
。
坑
道
を
掘
り
抜
く
技
術
を
持
つ
金
山
衆
は
、
城
攻
め
の
際
に
は
動
員

さ
れ
て
、敵
城
の
水
脈
を
断
ち
切
る
と
い
っ
た
役
目
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

生
業
と
生
産

　
富
士
宮
市
域
は
海
に
面
し
て
い
な
い
の
で
、
海
産
物
は
採
れ
な
い
が
、
潤
井
川

や
芝
川
か
ら
流
れ
る
用
水
路
に
よ
っ
て
水
田
耕
作
は
可
能
で
、
畑
地
も
広
が
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
耕
地
か
ら
産
出
さ
れ
る
穀
物
や
野
菜
な
ど
に
依
存

し
な
が
ら
、
人
々
の
食
生
活
は
成
り
立
っ
て
い
た
。
中
世
の
人
々
の
食
生
活
に
つ

い
て
具
体
的
に
わ
か
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
が
、
富
士
宮
市
域
の
場
合
は
穀
物
や
野

菜
の
種
類
も
含
め
て
そ
の
実
態
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
蓮
に
帰
依
し
た

駿
河
国
富
士
郡
の
人
々
が
食
料
品
を
甲
斐
国
身
延
ま
で
届
け
、
日
蓮
が
礼
状
を
出

し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
贈
ら
れ
た
食
物
の
品
目
や
数
量
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
上
野
郷
を
本
拠
と
し
て
い
た
南
条
時と
き

光み
つ

が
日

蓮
に
贈
っ
た
食
物
（
時
光
あ
て
の
書
状
に
み
ら
れ
る
食
物
）
を
列
記
す
る
と
表
１

−
２
の
よ
う
に
な
る
。

　
い
ち
ば
ん
多
く
登
場
す
る
の
が「
い
も
」で
あ
る
。「
い
も
」「
や
ま
の
い
も
」「
い

ゑ
の
い
も
」「
い
も
の
か
し
ら
」「
薯し
ょ

蕷よ

」「
蹲そ
ん

鴟し

」
と
い
っ
た
表
記
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
い
も
」
が
み
え
、「
い
も
の
か
し
ら
、
石
の
よ
う
に
干
さ
れ
て
候
」
と
あ

る
の
で
、
日
蓮
に
贈
ら
れ
た
「
い
も
の
か
し
ら
」
は
干
さ
れ
て
固
く
な
っ
た
「
干

し
芋
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
「
薯
蕷
」
は
ヤ
マ
ノ
イ
モ
、「
蹲
鴟
」

は
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
（
う
ず
く
ま
っ
た
梟

ふ
く
ろ
う

に
似
て
い
る
の
で
蹲
鴟
と
い
う
）
の
異
称

で
あ
る
。
多
く
の
場
合
「
一
駄だ

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
馬
に
乗
せ
て
運
ば
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
米
は
「
米
」「
八
木
」「
白
米
」「
む
き
の
し
ろ
き
こ
め
」「
焼
米
」
と
い
っ
た
表

記
で
み
え
、
精
米
し
た
「
白
米
」
や
「
焼
米
」
も
贈
ら
れ
て
い
て
、
米
か
ら
作
っ

た
と
思
わ
れ
る
「
餅
」
や
「
十
字
（
蒸
餅
）」
も
登
場
す
る
。
麦
は
「
麦
」「
白
麦
」

「
小
白
麦
」
と
い
っ
た
表
記
で
み
え
、
俵
や
櫃ひ
つ

に
入
れ
て
運
ん
で
い
る
。

　
野
菜
や
果
物
な
ど
も
た
く
さ
ん
み
え
る
。「
大
根
」「
ご
ぼ
う
」「
た
け
の
こ
」

「
薑
は
じ
か
み

」「
わ
さ
び
」「
栗
」「
柑こ
う

子じ

」と
い
っ
た
も
の
だ
が
、な
か
で
も
薑（
し
ょ
う
が
）

は
ひ
ん
ぱ
ん
に
贈
ら
れ
て
い
る
。「
こ
ん
に
や
く
五
枚
」
と
い
う
記
載
も
あ
り
、

当
時
か
ら
蒟こ
ん

蒻に
ゃ
く

（
蒟
蒻
芋
が
原
料
）
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
生

活
に
必
要
な
「
塩
」
や
「
油
」
も
身
延
ま
で
送
り
届
け
ら
れ
て
い
る
。

　
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
「
か
わ
の
り
」（
川
海
苔
）
で
、
芝
川
で
採
取
さ
れ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
芝
川
海
苔
」（
富
士
海
苔
）
は
地
域
の
名
産
で
、
江
戸
時

代
に
は
献
上
品
だ
っ
た
が
、
こ
れ
以
前
の
鎌
倉
時
代
、
す
で
に
芝
川
で
は
川
海
苔

が
採
れ
、
贈
答
品
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



67

表 1-2　南条時光の贈り物
「史料番号」欄の数字は『静岡県史 資料編 5 中世一』の史料番号。

日蓮書状の年月日 南条時光が贈ったもの 史料番号

（文永 11 年か）7 月 26 日 かわのり 2 帖、しやうかう（薑）20 束 1216

（文永 11 年か）11 月 11 日 柑子 1 籠、 10 枚、薯蕷 1 籠、牛房 1 束 1217

（建治元年か）5 月 3 日 いものかしら 1 駄 1223

（建治元年か）7 月 2 日 白麦 1 俵、小白麦 1 俵、河のり 5 帖 1226

（建治 2 年か）1 月 19 日
もちゐ 70 枚、酒 1 筒、いも 1 駄、河のり 1 紙袋、
だいこん（大根）2 つ、やまのいも 7 本

1238

建治 2 年 3 月 18 日 いものかしら、河のり、わさび 1241

（建治 2 年か）閏 3 月 24 日 塩 1 駄、あぶら 5 そう 1242

（建治 3 年か）5 月 15 日 いものかしら 1 駄 1257

（建治 3 年か）7 月 16 日 むぎ 1 櫃、かわのり 5 条、はじかみ（薑）60 1258

（建治 4 年か）2 月 25 日
蹲鴟、くしがき、焼米、栗、たかんな（笋）、す
つつ

1271

（弘安元年か）4 月 1 日 白米 1 斗、いも 1 駄、こんにやく 5 枚 1273

（弘安元年か）7 月 8 日 むきのしろきこめ 1 駄、はじかみ（薑） 1279

弘安元年 9 月 19 日 塩 1 駄、はじかみ（薑） 1284

（弘安元年か）閏 10 月 13 日 いゑのいも 1 駄、かうじ（柑子）1 籠 1286

（弘安 2 年か）1 月 3 日 餅 90 枚、薯蕷 5 本 1289

（弘安 2 年か）8 月 8 日 塩 1 俵、蹲鴟 1 俵、はじかみ（薑）少々 1304

（弘安 2 年か）12 月 27 日 白米 1 駄 1316

弘安 3 年 1 月 11 日
十字 60 枚、清酒 1 筒、薯蕷 50 本、柑子 20、
串柿 1 連

1319

弘安 3 年 3 月 8 日 米 1 俵 1322

（弘安 3 年か） 白米 1 袋、いも 1 駄 1349

（弘安 4 年か）3 月 18 日 蹲鴟 1 俵 1368

弘安 4 年 9 月 20 日
いゑのいも 1 駄、ごばう（牛蒡）1 つと（苞）、大
根 6 本

1372

（弘安 5 年か）1 月 20 日 八木 1 俵、白塩 1 俵、十字 30 枚、いも 1 俵 1382
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第
二
節
　
　
富
士
郡
と
富
士
上
方
、
廬
原
郡
と
蒲
原
荘

駿
河
国
富
士
郡

　
現
在
の
日
本
列
島
は
都
道
府
県
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は

「
国
」
と
い
う
単
位
が
あ
り
、
国
の
中
に
は
「
郡
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
富
士
宮

市
域
の
ほ
と
ん
ど
は
「
駿
河
国
富
士
郡
」
の
北
部
で
、
富
士
川
右
岸
の
内う
つ

房ぶ
さ

は

「
庵い

原は
ら

郡
」（
古
く
は
「
廬
原
郡
」
と
表
記
）
に
属
し
て
い
た
。

　
駿
河
国
の
中
に
は
志し

太だ

郡
・
益ま
し

頭ず

郡
・
有う

度ど

郡
・
安あ

倍べ

郡
・
廬
原
郡
・
富
士
郡
・

駿
河
郡
と
い
う
七
つ
の
郡
が
あ
り
、
富
士
郡
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ
っ
た
（
図
１

−

２
）。『
日
本
書
紀
』
皇こ
う

極ぎ
ょ
く

天
皇
三
年
（
六
四
四
）
の
条
に
「
東
国
の
不ふ

尽じ

河か
わ

の

辺
の
人
」
で
あ
る
大お
お

生う

部べ
の

多お
お

に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、
富
士
は
「
不
尽
」
と
い

う
表
記
で
そ
の
名
を
見
せ
る
。
天て
ん

平ぴ
ょ
う

七
年
（
七
三
五
）
に
作
ら
れ
た
平
城
宮
出
土

の
木も
っ

簡か
ん

に
「
富
士
郡
古
家
郷
小
嶋
里
」「
富
士
郡
久
弐
郷
野
上
里
」「
富
士
郡
嶋
田

郷
鹿
野
里
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所　
一
九
九
〇
）、
こ

れ
が
「
富
士
郡
」
と
い
う
表
記
が
み
え
る
初
見
史
料
で
あ
る
。

　
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）、
聖し
ょ
う

武む

天
皇
が
奈
良
の
金こ
ん

光こ
う

明み
ょ
う

寺じ

（
後
の
東
大
寺
）

に
封
戸
（
人
民
と
そ
の
家
）
を
与
え
て
い
る
が
、
駿
河
国
益
頭
郡
の
五
〇
戸
、
富

士
郡
の
五
〇
戸
が
封
戸
に
指
定
さ
れ
た
。
天て
ん

暦り
ゃ
く

四
年
（
九
五
〇
）
に
作
成
さ
れ
た

東
大
寺
の
帳
簿
に
よ
れ
ば
、
富
士
郡
五
〇
戸
は
「
久く

弐に

郷
」
に
あ
り
、
上
納
物
は

調ち
ょ
う

絹ぎ
ぬ

二
三
疋
三
丈
、
庸よ
う

布ふ

二
八
段
、
中ち
ゅ
う

男な
ん

作
物
の
紙
九
三
〇
張
、
租
穀
二
〇
〇

石
で
、
調
絹
・
庸
布
・
租
穀
は
銭
に
換
算
し
て
納
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
郡
の
中
に
は「
郷
」と
い
う
単
位
が
あ
り
、五
〇
戸
で
一
つ
の
郷
が
編
成
さ
れ
た
。

平
安
中
期
に
成
立
し
た
『
和わ

名み
ょ
う

類る
い

聚じ
ゅ

抄し
ょ
う

』（
写
真
１−

２
）
に
、
駿
河
国
富
士
郡
に

は
島し
ま

田だ

・
小お

坂さ
か

・
古ふ
る

家い
え

・
蒲か
ん

原ば
ら

・
駅う
ま

家や

・
大
井
・
久
弐
・
姫ひ

名な

・
神か
ん

戸べ

と
い
う
郷

が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
の
富
士
市
域
に
所
在
し
た

よ
う
だ
が
、
大
井
郷
は
井い

堰せ
き

に
関
わ
る
郷
名
な
の
で
上
井
出
や
猪
頭
（
井
の
頭
）

の
地
名
が
残
る
富
士
宮
市
北
部
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
（
邨
岡　
一
九
〇
二
）、
神

図 1-2　駿河国の各郡位置図
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戸
郷
は
富
士
宮
市
大
宮
と
そ
の
周
辺
に
あ
た
る
と
す
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る
（
吉

田　
一
九
〇
七
、
静
岡
県　
一
九
三
六
）。

　
郡
の
中
心
地
に
は
役
所
（
郡ぐ
ん

衙が

）
が
置
か
れ
、
大た
い

領り
ょ
う

を
は
じ
め
と
す
る
「
郡ぐ
ん

司じ

」
が
郡
内
の
統
轄
に
あ
た
っ
た
。
富
士
浅
間
社
（
現
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）

の
大
宮
司
の
家
（
富
士
氏
）
は
、
か
つ
て
「
和わ

邇に

部べ
の

臣お
み

」
と
称
し
た
人
々
の
子
孫

に
あ
た
る
が
、『
浅せ
ん

間げ
ん

文も
ん

書じ
ょ

纂さ
ん

』
所
収
の
「
富
士
大
宮
司
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
和

邇
部
臣
は
孝こ
う

昭し
ょ
う

天
皇
の
子
孫
で
、
延え
ん

暦り
ゃ
く

一
四
年
（
七
九
五
）
に
和
邇
部
臣
豊と
よ

麿ま
ろ

が

「
富
士
郡
大
領
」
に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
あ
と
池い
け

守も
り
―
国く
に

雄お

―
淵ふ
ち

魚う
お
―
良よ
し

清き
よ
―
清き
よ

名な

―
清き
よ

嗣つ
ぐ

と
続
く
子
孫
は
富
士
郡
の
大
領
・
擬
大
領
・
少
領
と
し
て
郡
の
統
治
に
関

わ
っ
た
と
い
う
。
延え
ん

喜ぎ

二
年（
九
〇
二
）に
は
富
士
郡
の
官
舎
が
盗
賊
集
団
に
よ
っ

て
焼
か
れ
た
こ
と
を
駿
河
国こ
く

司し

が
朝
廷
に
報
告
し
て
お
り
、
富
士
郡
に
行
政
を
司

る
「
官
舎
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
富
士
郡
の
郡
衙

は
発
掘
に
よ
り
、
現
在
の
富
士
市
伝で
ん

法ぼ
う

付
近
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
本
章
第

四
節
）。

富
士
郡
か
ら
富
士
荘
へ

　
日
本
列
島
の
支
配
構
造
は
、
中
央
政
府
―
国
―
郡
―
郷
と
い
う
整
然
と
し
た
も

の
だ
っ
た
。
人
々
が
所
有
す
る
土
地
は
す
べ
て
朝
廷
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
公
地
」

で
、
租
税
は
中
央
や
国
府
に
納
め
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
体
制

を
保
ち
続
け
る
の
は
困
難
で
、や
が
て
「
荘
園
」
と
呼
ば
れ
る
私
有
地
が
生
ま
れ
、

各
地
に
広
が
っ
て
い
く
。地
域
の
有
力
者
が
私
有
地
を
中
央
の
権
力
者
に
寄
進
し
、

生
産
物
の
一
部
を
上
納
す
る
形
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
天
皇
家
や
摂
関
家

な
ど
も
収
入
源
を
得
る
た
め
自
身
の
荘
園
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
駿
河
国

富
士
郡
も
天
皇
家
な
ど
が
権
益
を
持
つ
荘
園
と
な
り
、
や
が
て
「
富
士
荘
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
平
安
時
代
の
末
期
、富
士
郡
は
天
皇
家
の
所
領
と
な
り
、年
貢
と
し
て
綿（
真
綿
）

が
上
納
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
治じ

承し
ょ
う

二
年
（
一
一
七
八
）
に
高た

か

倉く
ら

天
皇
の
皇

写真 1-2　『和名類聚抄』（国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2544218）
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子
（
後
の
安あ
ん

徳と
く
天
皇
）
が
誕
生
し
た
時
、
外
祖
父
（
母
方
の
祖
父
）
に
あ
た
る
平

清
盛
が
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
「
富
士
の
綿
」
二
千
両
を
後
白
河
法
皇
に
進
上
し
た
と

『
平
家
物
語
』に
み
え
る
。
当
時
富
士
郡（
富
士
荘
）は
八
条
院（
後
白
河
法
皇
の
妹
）

の
所
領
で
、
清
盛
配
下
の
人
た
ち
が
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
平
氏

が
没
落
し
た
あ
と
は
鎌
倉
の
源
み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

が
管
理
を
委
ね
ら
れ
、
富
士
荘
は
宣せ
ん

陽よ
う

門も
ん
院い
ん

（
後
白
河
法
皇
の
娘
）
の
荘
園
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
。
建け
ん

久き
ゅ
う

六
年
（
一
一
九
五
）

に
は
頼
朝
が
綿
千
両
を
京
都
に
送
っ
て
い
る
が
、
上
納
が
滞
る
こ
と
も
あ
り
、
建け
ん

保ぽ
う
四
年
（
一
二
一
六
）
に
は
京
進
の
綿
が
皆
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
に
な

り
、「
甘あ
ま

苔の
り
夫ふ

」（
甘あ
ま
海の

苔り

を
運
ぶ
人
）
を
早
く
出
発
さ
せ
る
こ
と
も
鎌
倉
で
議
論

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
甘
海
苔
」
は
芝
川
で
採
取
さ
れ
た
芝
川
海
苔
（
富
士
海
苔
）

だ
ろ
う
が
、
地
域
の
名
産
品
と
し
て
荘
園
領
主
に
納
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
鎌
倉
初
期
に
は
年
貢
上
納
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
状
況
も
長

く
は
続
か
ず
、
富
士
荘
は
実
質
的
に
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
富
士
郡
の
か

な
り
の
部
分
は
鎌
倉
幕
府
（
北
条
氏
）
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
「
富
士
上か
み
方か
た
」「
富

士
下し
も
方か
た
」と
い
う
地
域
呼
称
が
生
ま
れ
、海
に
近
い
地
域
で
は「
賀か

島じ
ま
荘
」「
須す

津ど

荘
」

と
い
う
荘
園
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

富
士
上
方
・
富
士
下
方
・
賀
島
荘
・
須
津
荘

　
寛か
ん

元げ
ん
二
年
（
一
二
四
四
）
一
二
月
の
鎌
倉
幕
府
政
所
奉
行
人
奉
書
に
「
富
士
下

方
内
諸
社
供
僧
職
」「
富
士
下
方
政
所
代
兵
衛
六
郎
」
と
い
う
表
記
が
み
え
る
の

で
、
こ
の
頃
に
は
「
富
士
下
方
」
と
い
う
地
域
呼
称
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
（
た
だ
寛
元
二
年
と
い
う
年
次
記
載
に
つ
い
て
は
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
）。

「
富
士
上
方
」
と
い
う
呼
称
も
当
時
か
ら
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
永え
い

仁に
ん

六
年

（
一
二
九
八
）
に
日に
っ

興こ
う
が
門
弟
や
檀だ
ん

那な

に
与
え
た
本
尊
を
列
記
し
た
『
日
興
本
尊

分
与
帳
』
に
「
富
士
上
方
曽そ

比ひ

奈な

郷
住
人
楠く
す

王お
う

児じ

」「
駿
河
国
富
士
上
方
成な
り

出で

郷

給
主
南
条
平
七
郎
母
尼
」「
富
士
下
方
熱あ
つ

原は
ら

郷
住
人
神
四
郎
」
と
い
っ
た
記
載
が

み
ら
れ
、曽
比
奈
（
富
士
市
大
淵
字
曽
比
奈
か
）
と
成
出
（
小
泉
若
宮
の
一
帯
か
）

が
「
富
士
上
方
」、
熱
原
（
富
士
市
厚
原
）
が
「
富
士
下
方
」
に
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
「
富
士
上
方
」
の
表
記
を
も
つ
史
料
が
多
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
郷
村
名
を
明
記
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

郷
村
の
名
が
記
さ
れ
た
初
見
史
料
を
ま
と
め
る
と
表
１−

３
の
よ
う
に
な
り
、「
上

野
郷
」「
北
山
郷
」「
大
橋
」「
重お
も

須す

」「
淀よ
ど

志し

田だ

（
淀よ
ど

師し

）」「
青あ
お

見み

方
」「
小
泉
郷
」

「
上
小
泉
郷
」「
成
出
郷
」「
曽
比
奈
郷
」「
天て
ん

万ま

郷
」「
西
山
村
」
と
い
っ
た
一
帯

が
「
富
士
上
方
」
に
含
ま
れ
（
大
橋
は
猪い

之の

頭か
し
ら

の
内
か
、青
見
方
は
大
中
里
の
内
）、

浅
間
宮
（
現
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
）
や
先せ
ん

照し
ょ
う
寺じ

（
大
中
里
）
も
「
富
士
上
方
」

に
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
の
「
富
士
下
方
」
に
関
わ
る
史
料
は
少
な

い
が
、前
記
し
た
「
熱
原
」（
厚
原
）
の
ほ
か
に
「
久く

弐に

」（
富
士
市
伝
法
付
近
か
）・

「
吉
原
」（
富
士
市
吉
原
）・「
横
尾
」・「
宇う

藤と
う
川が
わ
」（
富
士
市
宇
東
川
西
町
・
東
町
）

が
「
富
士
下
方
」
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
富
士
郡
の
中
部
か
ら
北
部
に
至
る
広
大
な
空
間
が
「
富
士
上
方
」
で
、
そ
の
南

に
「
富
士
下
方
」
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
両
者
の
境
目
は
ど
の
あ
た
り
か
。「
天

万
郷
」（
富
士
市
天
間
）
は
富
士
上
方
、「
熱
原
」（
富
士
市
厚
原
）
は
富
士
下
方

な
の
で
、
天
間
と
厚
原
の
間
あ
た
り
を
境
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
入
山
瀬

は
下
方
か
）。
ま
た
、
富
士
上
方
の
「
曽
比
奈
郷
」
は
近
世
の
大
淵
村
（
富
士
市

大
淵
）
の
内
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
大
淵
や
杉
田
も
富
士
上
方
に
含
ま
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
現
在
の
富
士
宮
市
域
（
内う
つ
房ぶ
さ
を
除
く
）
は
す
べ
て
富
士
上
方
に

属
し
、
富
士
市
域
の
天
間
や
大
淵
も
富
士
上
方
の
内
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
富
士
郡
の
中
に
富
士
上
方
・
富
士
下
方
と
い
う
区
域
が
生
ま
れ
た
わ
け
だ
が
、

富
士
郡
内
に
は
「
賀
島
荘
」「
須
津
荘
」
と
い
う
荘
園
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
地
域
を
構
成
し
て
い
た
。
賀
島
荘
（
賀
嶋
荘
）
は
富
士
川
と
潤
井
川
に
挟
ま
れ

た
、
富
士
市
の
岩
本
か
ら
前
田
に
至
る
一
帯
で
、
室
町
時
代
に
は
京
都
相し
ょ
う

国こ
く

寺じ

雲う
ん

頂ち
ょ
う

院い
ん

・
鹿ろ
く

苑お
ん
院い
ん
の
所
領
だ
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
須
津
荘
は
潤
井
川
の
東
、
現
在

の
富
士
市
今
泉
・
比
奈
・
中
里
・
川
尻
の
一
帯
に
あ
っ
た
荘
園
で
あ
る
。
賀
島
荘
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も
須
津
荘
も
や
が
て
荘
園
と
し
て

の
実
態
を
失
う
が
、そ
の
後
も
「
賀

島
」「
須
津
」
は
地
域
呼
称
と
し
て

残
る
こ
と
に
な
る
。

表 1-3　富士上方の郷村に関わる史料

年月日 史料名 史料の中の表記

1 永仁 6 年（1298） 日興本尊分与帳 富士上方曽比奈郷、富士上方成出郷

2 徳治 2 年（1307） 
　2 月 17 日

得宗家奉行人奉書 
（南条時光あて） 富士上方上野郷

3 正和 5 年（1316） 
　閏 10 月 20 日

三位房竜象房問答記裏書 
（日興が書写） 駿河国富士上方重須談所

4 康永 4 年（1345） 
　3 月 10 日 富士直時譲状写 駿河国富士郡上方天万郷・上小泉郷半

分・北山郷内上奴久間村

5 応永 34 年（1427） 
　5 月 4 日 足利義持御判御教書写 富士上方内浅間宮供僧職

6 永正 9 年（1512） 
　2 月 7 日

義忠寄進状 
（日心上人あて） 駿河国富士上方西山村本門寺

7 大永 3 年（1523） 
　11 月 21 日

由比光規譲状写 
（由比寅寿丸あて） 富士上方青見方事

8 天文 3 年（1534） 
　11 月 7 日

今川氏輝判物 
（井出神左衛門尉あて） 駿河国富士上方淀志田之内弦巻田之事

9 天文 12 年（1543） 
　4 月 14 日

今川義元判物 
（井出左近太郎あて） 駿河国富士上方之内稲葉給

10 天文 15 年（1546） 
　9 月 25 日

富士九郎次郎証状写 
（日我上人あて） 駿河国富士上方小泉久遠寺之事

11 天文 15 年（1546） 
　9 月 29 日

今川義元判物 
（日我上人あて） 駿河国富士上方小泉郷久遠寺之事

12 天文 18 年（1549） 
　12 月 13 日

今川義元判物 
（井出善三郎あて） 富士上方之内大橋

13 天文 24 年（1555） 
　6 月 19 日

今川義元判物 
（先照寺あて） 駿河国富士上方先照寺之事
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　富
士
宮
地
域

廬
原
郡
と
蒲
原
荘

　
富
士
宮
市
域
の
ほ
と
ん
ど
は
富
士
郡
内
だ
が
、
富
士
川
の
西
南
に
位
置
す
る
内

房
は
庵
原
郡
の
内
に
あ
っ
た
。
庵
原
郡
は
古
く
は
「
廬
原
郡
」
と
表
記
さ
れ
、
郡

の
中
に
は
西
奈
・
大
井
・
河
名
・
廬
原
・
蒲
原
・
息お
き
津つ

と
い
う
郷
が
あ
っ
た
（『
和

名
類
聚
抄
』、写
真
１−

２
）。
郷
名
な
ど
か
ら
み
て
、現
在
の
静
岡
市
清
水
区
（
南

部
を
除
く
）
か
ら
富
士
市
西
部
と
富
士
宮
市
内
房
（
富
士
川
の
西
）
に
至
る
一
帯

が
廬
原
郡
の
範
囲
と
推
定
さ
れ
る
。
廬
原
郡
の
東
南
端（
海
の
そ
ば
）に「
蒲
原
郷
」

が
あ
り
、
現
在
の
富
士
市
西
部
や
内
房
は
蒲
原
郷
に
属
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　
『
先せ
ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

』
の
「
国こ
く

造ぞ
う

本ほ
ん

紀ぎ

」
に
、「
珠す

流る

河が
の

国く
に
の

造
み
や
つ
こ

」
と
並
ん
で
「
廬

原
国
造
」
が
み
え
、
富
士
川
か
ら
大
井
川
に
至
る
一
帯
は
廬
原
国
造
の
統
治
下
に

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
廬
原
郡
大
領
な
ど
も
つ
と
め
た
「
廬い
お
は
ら
の
き
み

原
君
」
は
こ

の
廬
原
国
造
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
、い
く
つ
か
の
史
料
に
そ
の
名
を
見
せ
る
。『
古

事
記
』
に
「
孝こ
う

霊れ
い

天
皇
の
子
の
日ひ

子こ

刺さ
し

肩か
た

別わ
け

命
の
み
こ
と

は
五い

百お

原は
ら
の
君
の
祖
で
あ
る
」

と
み
え
、『
日
本
書
紀
』
に
は
天て
ん

智じ

天
皇
二
年
（
六
六
三
）
の
白は
く

村そ
ん

江こ
う
の
戦
い
の

際
、「
廬い
お

原は
ら
の

君き
み

臣お
み

」（「
菴い
お

原は
ら

公の
き
み

系
図
」
に
は
「
臣お
み

足た
り
」
と
み
え
る
）
が
援
軍
と
し

て
派
遣
さ
れ
る
予
定
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１−

３
）。
天
平
一
〇
年

（
七
三
八
）
に
作
成
さ
れ
た
駿
河
国
の
正し
ょ
う

税ぜ
い

帳ち
ょ
う

に
は
、正
税
の
徴
収
役
と
し
て
「
廬

原
君
足た
り
磯い
そ
」
の
名
が
み
え
、
承じ
ょ
う

和わ

二
年
（
八
三
五
）
に
は
「
廬
原
公
有あ
り
守も
り
」
と
兄

（
柏か
し
わ

守も
り

）
が
天
皇
か
ら
朝あ

臣そ
ん
の
姓
を
賜
わ
っ
て
い
る
（『
続
日
本
後
記
』）。『
百
家

系
図
稿
』
所
収
の
「
菴
原
公
系
図
」
は
廬
原
君
の
系
譜
と
事
跡
を
ま
と
め
た
も
の

だ
が
、
首お
び
と

麻ま

呂ろ

は
神じ
ん
護ご

景け
い

雲う
ん
三
年
（
七
六
九
）
に
国く
に
の
み
や
つ
こ造
に
任
じ
ら
れ
、
大
領
も
務

め
た
人
で
、
柏
守
・
有
守
兄
弟
は
首
麻
呂
の
孫
（
広ひ
ろ
道み
ち
の
子
）
に
あ
た
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
廬
原
郡
の
中
に
も
荘
園
が
広
が
り
、
蒲
原
と
そ
の
周
辺
に
は
「
蒲
原
荘
」
が
成

立
し
た
。
富
士
市
北
松
野
の
愛あ
い

染ぜ
ん
堂ど
う
に
あ
る
愛あ
い

染ぜ
ん

明み
ょ
う

王お
う

像
の
胎
内
札
に
、
永え
い

正し
ょ
う

元

年
（
一
五
〇
四
）
一
一
月
二
〇
日
に
書
か
れ
た
銘
文
が
あ
り
、「
駿
州
庵
原
郡
蒲

写真 1-3　『日本書紀』（国立公文書館蔵）
大日本の廬原君臣が健

こん
児
でい

万余を率いて海を渡る予定だと記す（赤線部）。
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原
庄
内
房
郷
」
の
正し
ょ
う

禅ぜ
ん

庵あ
ん

に
お
い
て
愛
染
明
王
像
の
彩
色
が
な
さ
れ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、「
内
房
郷
」
が
「
庵
原
郡
蒲
原
庄
」
の
一
部
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
こ
の
銘
文
か
ら
わ
か
る
。

　
蒲
原
荘
は
平
安
末
期
に
は
成
立
し
て
い
て
、
村
上
源
氏
の
中な
か
の

院い
ん

家
や
久こ

我が

家
が

領り
ょ
う

家け

職
を
持
っ
て
い
た
。
文ぶ
ん
治じ

四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
に
中な
か

原は
ら
の

親ち
か

能よ
し

（
預
所
と

し
て
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
か
）
が
蒲
原
荘
の
年
貢
未
進
に
つ
い
て
鎌
倉
幕
府
に

陳
弁
し
て
い
る
が
、「
文
治
三
年
分
は
今
年
の
四
月
に
積
載
し
て
纜
も
と
づ
な

を
解
い
た
」

と
文
書
に
み
え
る
の
で
、
荘
園
年
貢
は
蒲
原
で
船
に
積
ま
れ
、
海
路
で
運
ば
れ
て

い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
（
写
真
１−

４
）。

　
承じ
ょ
う

久き
ゅ
う

三
年
（
一
二
二
一
）
に
源
み
な
も
と
の

雅ま
さ

清き
よ

が
蒲
原
荘
の
領
家
職
を
石い
わ
清し

水み
ず

八は
ち

幡ま
ん
宮ぐ
う
に

寄
進
し
て
い
る
。こ
の
と
き
蒲
原
荘
は
金こ
ん

剛ご
う

心し
ん
院い
ん
の
所
領
で（
金
剛
心
院
が
本
所
）、

領
家
職
が
石
清
水
八
幡
宮
に
変
更
さ
れ
、
金
剛
心
院
へ
の
年
貢
は
八
幡
宮
か
ら
き

ち
ん
と
上
納
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
。
室
町
時
代
の
応お
う

永え
い
七
年
（
一
四
〇
〇
）
に

は
足
利
義よ
し
満み
つ
が
蒲
原
荘
を
「
料り
ょ
う

所し
ょ

」
と
し
て
駿
河
守
護
今
川
泰や
す
範の
り
に
預
け
置
い
て

い
る
の
で
、
当
時
の
蒲
原
荘
は
足
利
将
軍
家
の
直
轄
領
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

や
が
て
荘
園
と
し
て
の
実
態
は
喪
失
す
る
が
、「
蒲
原
」
と
い
う
地
域
の
ま
と
ま

り
は
残
り
、「
蒲
原
六
郷
」
と
い
う
呼
称
も
生
ま
れ
る
。
永え
い

禄ろ
く
二
年
（
一
五
五
九
）

一
二
月
に
今
川
氏う
じ
真ざ
ね
が
朝
比
奈
千ち

世よ

増ま
す
に
あ
て
て
出
し
た
所
領
安あ
ん
堵ど

の
判は
ん
物も
つ
に
は

「
蒲
原
六
郷
の
内
中
郷・鑰か
ぎ
穴あ
な
」
と
み
え
、「
中
郷
」（
富
士
市
中
之
郷
）
や
「
鑰
穴
」

（
中
之
郷
の
内
）
が
「
蒲
原
六
郷
」
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
蒲
原
荘
」

「
蒲
原
六
郷
」
の
範
囲
は
蒲
原
（
静
岡
市
清
水
区
）
か
ら
中
之
郷
・
岩
淵
・
木
島
・

松
野
を
経
て
内
房
に
至
る
一
帯
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

写真 1-4　北条本『吾
あ

妻
ずま

鏡
かがみ

　巻八』（国立公文書館蔵）
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古
代
・
中
世
の

　
　
　富
士
宮
地
域

 

第
三
節
　
　
郷
村
の
広
が
り

中
世
の
郷
村

　
古
代
の
日
本
列
島
は
、
国
―
郡
―
郷
と
い
う
整
然
と
し
た
形
で
構
成
さ
れ
、
各

地
に
五
〇
戸
を
単
位
と
す
る
「
郷
」
が
設
定
さ
れ
た
。
た
だ
こ
の
郷
は
現
実
の
集

落
の
状
態
を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
や
が
て
消
滅
し
、
中
世
に

な
る
と
人
々
の
生
活
の
単
位
で
あ
る
「
郷
」
や
「
村
」
が
表
面
に
現
れ
て
く
る
。

江
戸
時
代
に
は
「
村
」
と
い
う
呼
称
に
統
一
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
地
名
（
大
字

な
ど
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
集
落
（
支
配
単
位
）
は
「
○
○
村
」
と
い
う
呼
び
方
で
統
一
さ
れ

て
い
た
が
、
中
世
に
お
い
て
は
「
○
○
郷
」
や
「
○
○
村
」、
あ
る
い
は
地
名
の

み
の
形
で
史
料
に
み
え
る
。「
郷
」
の
方
が
「
村
」
よ
り
規
模
が
大
き
い
よ
う
で
、

「
郷
」
の
中
に
「
村
」
が
あ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
村
よ
り
小
規
模
な
集
落
は
「
○

○
名み
ょ
う

」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
富
士
宮
市
域
に
は
多
く
の
地
名
（
大
字
）
が
あ
る
が
、
そ
の
源
流
を
な
す
中
世

の
「
郷
」
や
「
村
」
も
、
当
時
の
史
料
か
ら
存
在
を
確
認
で
き
る
場
合
が
多
い
。

中
世
史
料
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
郷
村
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
永え
い

禄ろ
く

一
二
年
（
一
五
六
九
）
一
二
月
に
北
条
氏う
じ

政ま
さ

が
富
士
信の
ぶ

忠た
だ

に
あ
て
て
出
し
た

判は
ん

物も
つ

（
大
宮
城
を
回
復
し
た
場
合
に
所
領
を
与
え
る
と
約
束
）
に
は
「
遊ゆ

野の

郷
」

「
淀よ
ど

師し

」「
金か
ん
の

宮み
や

」「
外と

神が
み

」「
小
泉
」「
山
本
」「
石い
し
の

宮み
や

」「
貫ぬ
く

戸ど

」「
若
宮
」「
精し
ょ
う

進じ
ん

河が
わ

」「
北
山
」「
星ほ
し

山や
ま

」「
村
山
」「
木き

伐き
り

山や
ま

」「
神か
み

成な
り

」「
大
宮
」「
稲い
な

子こ

」「
杉
田
」「
上

野
」「
塩
沢
」「
野
中
」
と
い
っ
た
地
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１−

５
）。
こ

れ
は
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
多
く
の
史
料
に
郷
村
の
名
が
記
さ
れ
て
い
て
、
中
世

に
お
け
る
郷
村
の
広
が
り
を
確
認
で
き
る
。

　
富
士
宮
市
域
は
広
い
の
で
、「
富
士
上
方
南
部
」「
富
士
上
方
東
部
」「
富
士
上

方
北
部
」「
富
士
上
方
西
部
」「
内う
つ

房ぶ
さ

郷
と
橋は
し

上か
み

村
」
と
い
う
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
け
て
、
各
地
域
に
お
け
る
郷
村
の
広
が
り
を
み
て
い
く
が
、
そ
の
た
め
の
基
礎

デ
ー
タ
と
し
て
、郷
村
の
名
が
み
え
る
史
料
を
列
記
し
た
表
を
作
成
し
た（
222
ペ
ー

ジ 

）。

写真 1-5　北条氏政判物（大宮司富士家文書、静岡県立中央図書館蔵）
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図 1-3　富士宮市域および周辺の主要郷村（スーパー地形アプリを使用）
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富
士
上
方
南
部
の
郷
村
（
図
１−

４
）

　
ま
ず
大
宮
と
そ
の
周
辺
（
富
士
上
方
南
部
）
の
郷
村
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

江
戸
時
代
に
は
大
宮
町
・
阿あ

幸こ
う

地じ

村
・
源
道
寺
村
・
黒
田
村
・
宮
黒
田
村
・
野
中
村
・

上
山
本
村
・
下
山
本
村
・
天
間
村
（
富
士
市
）・
貫
戸
村
・
星
山
村
・
沼
久
保
村
・

安あ

居ご

山や
ま

村
・
上
中
里
村
・
下
中
里
村
・
青あ
お

見み

村
・
淀
師
村
・
宮
原
村
・
青
木
村
・

外
神
村
と
い
う
村
々
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
宮
黒
田
村
は
『
寛か
ん

永え
い

改あ
ら
た
め 

駿す
る

河が

国の
く
に

高た
か

附つ
け

帳ち
ょ
う 

富ふ

士じ

駿す
ん

東と
う

』（
富
士
郡
・
駿
東
郡
の
村
高
な
ど
を
記
し
た
帳
簿
で
、
慶け
い

安あ
ん

二

年
〈
一
六
四
九
〉
以
後
の
作
成
。
以
下
、『
寛
永
改
高
附
帳
』）
に
は
み
え
な
い
（
黒

田
村
の
内
で
あ
ろ
う
）
の
で
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
村
と
考
え
ら
れ
る
。
源
道
寺

村
は
慶け
い
長ち
ょ
う

一
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
検
地
帳
が
初
見
、
宮
原
村
は
『
寛
永
改
高

附
帳
』
の
記
載
が
初
見
で
、
中
世
の
史
料
に
は
み
え
な
い
が
、
ほ
か
の
村
名
の
ほ

と
ん
ど
は
中
世
の
史
料
に
み
え
る
の
で
、
源
道
寺
も
宮
原
も
中
世
か
ら
存
在
し
た

郷
村
で
あ
ろ
う
。
ま
た
上
山
本
村
と
下
山
本
村
は
「
山
本
」、
上
中
里
村
と
下
中

里
村
は
「
中
里
郷
」
と
い
う
表
記
で
中
世
の
史
料
に
み
え
る
。『
寛
永
改
高
附
帳
』

で
は
上
下
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
山
本
も
中
里
も
中
世
に
は
一
つ
の
郷
村
で
、

近
世
初
頭
に
上
下
に
二
分
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
村
は
中
世
の
史
料
に
そ
の
名
を
見
せ
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
た
だ
郷
村
名
の
表
記
が
一
定
し
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
天
間
村
は

「
天
間
」「
天
万
」「
天
満
」、
淀
師
村
は
「
淀
師
」「
淀
士
」
と
い
っ
た
表
記
で
文

書
に
現
れ
る
。
ま
た
安
居
山
村
は
「
青
山
郷
」、
沼
久
保
村
は
「
沼
窪
」
と
み
え
、

青
木
村
は
「
大
き
」
と
史
料
に
み
え
る
の
で
、
か
つ
て
は
「
お
お
き
」
と
読
ま
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
（
支
配
の
単
位
と
し
て
の
村
）
に
名
前
は
み
え
な
い
が
、
中
世

の
史
料
に
現
れ
る
地
名
（
郷
村
や
名
）
も
か
な
り
あ
る
。「
青
柳
」
は
東
町
字
青

柳
、「
木
船
」
は
貴
船
町
や
西
町
字
木
舟
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
郷
村
で
、
田
中
町
・

源
道
寺
町・弓
沢
町
に
そ
れ
ぞ
れ
「
字
牛
ム
ク
リ
」
が
あ
る
の
で
、「
う
し
む
く
り
」

は
三
つ
の
町
の
境
界
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
後
代
村
」
は
宮
町

図 1-4　富士上方南部・東部・西部の郷村と内房郷・橋上村（スーパー地形アプリを使用）
□□：南部　□□：東部　□□：北部　□□：西　部　□□：内房郷・橋上村
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付
近
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
大
宮
周
辺
に
は
「
青
柳
」「
木
船
」

「
後
代
」「
牛
む
く
り
」
と
い
う
郷
村
や
名
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「
石
宮
」
は
山
本
の
中
の
字
石
之
宮
、「
水
沼
」
は
沼
久
保
の
中
の
字
水
沼
、

「
金
宮
」
は
淀
師
の
中
の
字
金
之
宮
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
田
中
」
の
地
名

は
残
っ
て
い
な
い
が
、「
天
間
の
内
田
中
」
と
史
料
に
み
え
る
の
で
、
天
間
の

中
に
あ
っ
た
郷
村
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

富
士
上
方
東
部
の
郷
村
（
図
１−

４
）

　
続
い
て
小
泉
か
ら
東
、
村
山
と
富
士
山
麓
一
帯
（
富
士
上
方
東
部
）
の
郷
村
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
江
戸
時
代
に
は
上
小
泉
村
・
下
小
泉
村
・
若
宮
村
・
杉

田
村
・
大
淵
村
（
富
士
市
）・
大
岩
村
・
神
成
村
・
木
切
山
村
・
村
山
村
・
粟
倉
村
・

山
宮
村
と
い
っ
た
村
々
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
名
は
中
世
の
史
料
に
す
で
に

み
え
、
古
く
か
ら
郷
村
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
小
泉
」
の
地
名
は
古
く
か

ら
み
え
、
康こ
う

永え
い

四
年
（
一
三
四
五
）
の
富
士
直な
お

時と
き

譲
状
写
に
「
上
小
泉
郷
半
分
」

と
あ
る
の
で
、「
上
小
泉
郷
」「
下
小
泉
郷
」
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
が
、
こ
の
あ
と
の
史
料
に
は
「
小
泉
」「
小
泉
郷
」
と
み
え
る
の
で
、
中
世
に

は
「
小
泉
郷
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
正
式
に
「
上
小

泉
村
」「
下
小
泉
村
」
に
分
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
郷
村
名
の
表
記
に
注
目
す
る
と
、
神
成
村
は
「
神
成
」「
神
鳴
」「
雷
」、
粟
倉

村
は
「
粟
倉
」「
粟
蔵
」
と
複
数
の
表
記
が
み
え
、
木
切
山
村
は
「
木
伐
山
」
と

記
載
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
村
山
に
つ
い
て
は
「
村
山
」「
村
山
郷
」
と

表
記
さ
れ
る
が
、
ま
れ
に
「
茂
良
山
」
と
記
さ
れ
た
史
料
も
み
え
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
に
名
前
は
み
え
な
い
が
、
中
世
の
史
料
に
現
れ
る
地
名
も
い
く

つ
か
あ
る
。「
田
上
原
」
は
杉
田
の
字
田で
ん

上じ
ょ
う

原ば
ら

、「
曽
比
奈
」
は
富
士
市
大
淵
の
字

曽
比
奈
と
考
え
ら
れ
る
。「
成
出
」
の
地
名
は
鎌
倉
後
期
の
『
日
興
本
尊
分
与
帳
』

に
「
成
出
郷
」
と
し
て
み
え
る
が
、『
富
士
大
宮
神
事
帳
』
に
「
成
出
の
若
宮
」

と
あ
り
、
若
宮
村
の
八
幡
宮
を
「
成
出
の
若
宮
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
、

若
宮
村
近
辺
は
か
つ
て
「
成
出
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
天て

ん

正し
ょ
う

四

年
（
一
五
七
六
）
の
武
田
勝か
つ

頼よ
り
判
物
写
に
「
成
嶋
・
小
泉
」
と
あ
る
が
、
翌
年
作

成
の
『
富
士
大
宮
神
事
帳
』
に
「
い
ぬ
島
」
が
み
え
る
の
で
、「
成
嶋
」
は
「
戌

嶋
」
の
誤
記
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
戌
島
は
小
泉
近
辺
と
思
わ
れ
る
が
、
地
名

は
遺
さ
れ
て
い
な
い
。

富
士
上
方
北
部
の
郷
村
（
図
１−

５
）

　
潤
井
川
や
芝
川
の
上
流
域
（
富
士
上
方
北
部
）
に
も
多
く
の
郷
村
が
展
開
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
北
山
村
・
馬う
ま
見み

塚づ
か
村
・
下
条
村
・
上
条
村
・
精し
ょ
う

進じ
ん

川が
わ

村
・
狩か
り

宿や
ど
村
・

原
村
・
半
野
村
・
佐さ

折お
り

村
・
内う
つ

野の

村
・
上
井
出
村
・
人ひ
と

穴あ
な

村
・
猪い
の

頭か
し
ら

村
・
麓ふ
も
と

村
・

根ね

原ば
ら

村
と
い
っ
た
村
々
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
原
村
」
は
『
寛
永
改
高
附
帳
』

が
初
見
で
、「
下
条
村
」「
上
条
村
」
は
中
世
の
史
料
に
は
「
上
野
郷
」「
上
野
」

と
み
え
、
か
つ
て
は
上
野
と
呼
ば
れ
、
近
世
に
下
条
と
上
条
に
分
か
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
ほ
か
の
地
名
は
中
世
の
史
料
に
す
で
に
み
え
、
原
の
地
名
も
中
世
か
ら

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
郷
村
名
の
表
記
に
注
目
す
る
と
、
馬
見
塚
村
は
「
馬
見
墓
」「
大
豆
塚
」、
猪
頭

村
は
「
猪
頭
」「
猪
之
頭
」「
井
頭
」、
狩
宿
村
は
「
借
宿
名
」
と
い
う
表
記
で
中

世
の
史
料
に
み
え
る
。
根
原
村
は
「
根
原
郷
」「
根
原
」
と
書
か
れ
る
の
が
一
般

的
だ
が
、「
禰
原
関
所
」
と
記
さ
れ
た
史
料
も
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
に
名
前
は
み
え
な
い
が
、
中
世
の
史
料
に
み
え
る
地
名
も
た
く

さ
ん
あ
る
。「
重お
も
須す

」（
北
山
本
門
寺
が
所
在
）
は
江
戸
時
代
、
北
山
村
に
含
ま
れ

て
い
る
が
、
中
世
の
史
料
に
は
「
重
須
郷
」「
重
須
」
と
み
え
、
独
立
し
た
郷
村

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
大だ
い
永え
い
二
年
（
一
五
二
二
）
の
今
川
氏う
じ
親ち
か
判
物
に

「
北
山
の
内
本
門
寺
」、
天て
ん

文ぶ
ん
五
年
（
一
五
三
六
）
の
今
川
義よ
し

元も
と
判
物
に
「
富
士
北

山
重
須
郷
」
と
あ
る
の
で
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
重
須
は
「
北
山
の
内
」
と
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
貫ぬ
く
間ま

」
は
「
北
山
郷
内
上
奴
久
間
村
」「
ぬ

く
ま
」
と
し
て
史
料
に
み
え
、北
山
の
字
貫
間
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、



78

第
一
章  

古
代
・
中
世
の

　
　
　富
士
宮
地
域

図 1-5　富士上方北部の郷村（スーパー地形アプリを使用）
□□：南部　□□：東部　□□：北部　□□：西部
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「
窪
地
名
」
は
精
進
川
の
字
久く

保ぼ

地じ

周
辺
、「
さ
か
さ
は
や
し
」
は
精
進
川
の
字
坂さ
か

林ば
や
し

（
か
つ
て
は
「
逆
林
」
と
い
っ
た
）、「
横
手
沢
村
」
は
内
野
の
横
手
沢
、「
神
野
」

は
内
野
の
字
上か
み
野の

一
帯
、「
大
橋
」
は
猪
之
頭
の
大
橋
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

麓
村
地
内
に
は
金
山
が
あ
り
、住
人
は
「
金
山
衆・麓
衆
」
と
し
て
史
料
に
現
れ
る
。

金
山
の
坑
道
所
有
者
を
「
金
山
衆
」、里
で
精
錬
な
ど
に
従
事
し
た
人
々
を
「
麓

衆
」
と
称
し
た
。

　
「
北
山
」
は
郷
村
の
名
で
あ
る
が
、
精
進
川
・
上
野
・
北
山
以
北
の
一
帯
を
ま

と
め
て
「
北
山
」
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
一
一
月
、

武
田
勝
頼
が
「
北
山
」
の
杣そ
ま
夫ふ

に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
て
い
る
。
四
九
人
の
杣

夫
の
中
に
は
上
野
・
精
進
川
・
半
野
・
佐
折
・
内
野
・
猪
之
頭
の
人
が
み
え
、
こ

う
し
た
地
域
と
北
山
を
含
む
一
帯
が
広
い
意
味
で
の
「
北
山
」
と
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

富
士
上
方
西
部
の
郷
村
（
図
１−

４
）

　
芝
川
の
下
流
域
を
中
心
と
す
る
、
か
つ
て
富
士
郡
芝
川
町
に
属
し
て
い
た
地
域

（
富
士
上
方
西
部
）
の
郷
村
に
つ
い
て
、
続
い
て
み
て
い
き
た
い
。
江
戸
時
代
に

は
羽は

鮒ぶ
な
村
・
長な
が

貫ぬ
き
村
・
大
久
保
村
・
西
山
村
・
鳥と
り

波な
み
村
・
大お
お

鹿し
か

窪く
ぼ
村
・
猫ね
こ

沢ざ
わ
村
・

上か
み
柚ゆ

野の

村
・
下し
も
柚ゆ

野の

村
・
上か
み

稲い
な
子こ

村
・
下し
も

稲い
な
子こ

村
と
い
っ
た
村
々
が
あ
っ
た
。
こ

の
う
ち
大
鹿
窪
村
は
『
寛
永
改
高
附
帳
』
が
初
見
だ
が
、
中
世
か
ら
あ
っ
た
地
名

と
考
え
ら
れ
る
。
郷
村
名
の
表
記
に
注
目
す
る
と
、
上
柚
野
村
・
下
柚
野
村
は
中

世
の
史
料
に
「
湯
野
」「
遊
野
」「
由
野
」「
油
野
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
表
記
で
み

え
る
が
、
し
だ
い
に
「
油
野
」
に
統
一
さ
れ
た
よ
う
で
、『
寛
永
改
高
附
帳
』
に

は
「
上
油
野
村
」「
下
油
野
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
中
世
に
は
上
下
に
分
か
れ

て
い
な
か
っ
た
。

　
上
稲
子
村
・
下
稲
子
村
は
「
伊
奈
古
郷
」「
稲
子
」
と
い
う
形
で
中
世
の
史
料

に
み
え
る
が
、「
下
伊
奈
子
郷
」「
上
稲
子
郷
」「
上
稲
籠
村
」
と
い
う
表
記
も
み

え
る
の
で
、
戦
国
時
代
の
頃
に
は
「
上
稲
子
」
と
「
下
稲
子
」
と
い
う
二
つ
の
郷

村
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
大
久
保
村
は
「
大
窪
郷
」「
大
窪
」、
鳥
波
（
鳥
浪
・
鳥
並
）
村
は
「
鳥
波
」「
と

ん
な
み
か
い
と
」
と
い
う
形
で
史
料
に
み
え
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
に
名
前
が
み
え
な
い
地
名
も
い
く
つ
か
あ
り
、「
北
原
」
は
西

山
の
字
原
、「
み
さ
は
か
い
と
」
は
大
鹿
窪
の
字
三
沢
、「
押お

ん

出だ
し
村
」
は
下
柚
野
の

字
押
出
の
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
、「
布
沢
郷
」
は
布
沢
川
（
上
柚
野
で
芝
川
上
流

右
岸
に
合
流
）
の
流
域
に
あ
っ
た
郷
と
推
測
さ
れ
る
。

内
房
郷
と
橋
上
村
（
図
１−

４
）

　
か
つ
て
の
芝
川
町
域
の
う
ち
、
富
士
川
よ
り
南
西
に
あ
る
内
房
は
、
富
士
郡
で

は
な
く
庵い

原は
ら
郡
に
含
ま
れ
、江
戸
時
代
に
は「
庵
原
郡
内
房
村
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。

建け
ん
治じ

四
年
（
一
二
七
八
）
の
日
蓮
書
状
写
に
「
う
つ
ふ
さ
の
尼
ご
ぜ
ん
」
と
あ
る

の
が
、
内
房
の
地
名
の
初
見
で
あ
る
。
永え
い

正し
ょ
う

元
年
（
一
五
〇
四
）
に
書
か
れ
た
北

松
野
（
富
士
市
）
の
愛あ
い

染ぜ
ん

明み
ょ
う

王お
う

胎た
い

内な
い

札ふ
だ

銘め
い

に
「
蒲
原
庄
内
房
郷
」
と
あ
り
、
内
房

郷
は
蒲
原
荘
に
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
武
田
氏
が
駿
河
を
統
治
し
た
時

代
、
内
房
郷
は
江え

尻じ
り
城
主
穴あ
な

山や
ま

信の
ぶ
君た
だ
の
所
領
だ
っ
た
よ
う
で
、
信
君
が
発
給
し
た

文
書
が
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
内
房
の
北
部
で
富
士
川
に
面
し
て
い
る
橋
上
は
、「
内
房
郷
橋
上
村
」
と
い
う

形
で
史
料
に
み
え
、
内
房
郷
の
中
に
「
橋
上
村
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
橋

上
は
富
士
川
渡
船
の
要
地
で
、「
船
役
所
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
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第
四
節
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様
相

 

４km

Ｎ

０

富士山

愛鷹山

宝永山

東海道新幹線

新東名高速道路

東海道本線

東名高速道路

身
延

線

469

139

１ 潤
井
川富

士
川

芝
川

田貫湖

１

３ ４
５

６ ９
11

14
13

15

16

17

18

８

７

２

10

12

19

遺跡番号 遺跡名
1 村山浅間神社遺跡
2 峯石遺跡
3 牛ヶ沢遺跡
4 浅間大社遺跡
5 大宮城跡
6 泉遺跡
7 上石敷遺跡（消滅）
8 石敷遺跡
9 権現遺跡
10 初田遺跡（消滅）
11 天馬代山遺跡
12 浅間林遺跡
13 破魔射場遺跡
14 沢東A遺跡
15 中桁遺跡
16 岩倉 B遺跡
17 三新田遺跡
18 禰宜ノ前遺跡
19 宮添遺跡
★ 東平遺跡

図 1-6　富士地域における奈良・平安時代の遺跡分布図（地理院地図 Vector を加工して作成）

: 富士宮市内の遺跡　 ：富士市内の遺跡　 ：富士郡衙跡（東平遺跡）
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奈
良
・
平
安
時
代
の
集
落
動
向

　
富
士
郡ぐ
ん

衙が

で
あ
る
東ひ
が
し

平だ
い
ら

遺
跡
（
図
１−

7
）
と
そ
の
周
辺
の
関

連
遺
跡
で
あ
る
沢さ
わ

東ひ
が
し

Ａ
遺
跡
や
中な
か

桁げ
た

遺
跡
が
あ
る
よ
う
に
、奈
良・

平
安
時
代
は
富
士
市
域
で
一
大
拠
点
が
築
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
富
士
宮
市
域
の
奈
良
時
代
の
遺
跡
の
分
布

は
現
在
の
大
岩
・
小
泉
地
区
に
偏
在
し
て
お
り
、
遺
跡
数
も
多
く

は
な
く
規
模
も
富
士
郡
衙
中
枢
の
富
士
市
域
の
遺
跡
と
比
べ
る
と

小
規
模
で
あ
る
。　

　
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
山
間
地
開
発
に
伴
な
い
、
富
士
郡
衙
周
辺
に

展
開
し
た
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
遺
跡
と
し
て

は
、
竪
穴
建
物
跡
一
軒
と
掘
立
柱
建
物
跡
四
棟
が
検
出
さ
れ
た
石い
っ

敷し
き

遺
跡
や
、
竪
穴
建
物
が
三
軒
検
出
さ
れ
た
上か
み

石い
っ

敷し
き

遺
跡
（
図
１

−

8
）、
竪
穴
建
物
跡
が
一
軒
検
出
さ
れ
た
峯み
ね

石い
し

遺
跡
が
あ
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
八
世
紀
後
半
ま
で
は
継
続
し

な
い
。
中な
か

沢ざ
わ

遺
跡
で
は
、
八
世
紀
後
半
代
の
須す

恵え

器き

が
出
土
し
て
い
る
が
、
建
物

跡
な
ど
の
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
富

士
宮
市
域
の
遺
跡
の
動
向
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
空
白
期
を
経
て
、
九
世
紀
後
半
に
入
る
と
唐
突
に
小
規
模
で
あ
る
も
の
の
遺
跡

が
再
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
遺
跡
の
分
布
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
期

に
遺
跡
が
営
ま
れ
る
の
は
潤
井
川
沿
い
と
山
中
と
な
る
。

　
潤
井
川
沿
い
の
集
落
と
し
て
は
、
牛う
し

ヶが

沢ざ
わ

遺
跡
と
泉い
ず
み

遺
跡
が
あ
げ
ら
れ
る
。

牛
ヶ
沢
遺
跡
（
図
１−
９
、
写
真
１−

６・７
）
で
は
、
竪
穴
建
物
跡
の
一
部
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
泉
遺
跡
で
は
、五
軒
ほ
ど
の
竪
穴
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、

比
較
的
小
規
模
な
集
落
で
あ
る
も
の
の
、
ま
ば
ら
に
集
落
が
点
在
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
泉
遺
跡
な
ど
と
は
異
な
り
山
中
に
極
め
て
小
規
模
な
居
住
域
が
村

山
浅
間
神
社
遺
跡
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
軒
の
竪
穴
建
物
跡
と
一

図 1-7　東平遺跡で発見された集落の一部　図 1-8　上石敷遺跡で発見された竪穴住居群
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条
の
溝
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
出
土
遺
物
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
代
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
周
辺
で
は
こ
の
よ
う
な
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
期
間
・
範
囲
で
の
居
住
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
遺
物

に
は「
朝
」と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
あ
る
ほ
か
、特
異
な
立
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

宗
教
的
な
一
面
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
（
本
編
第
三
章
第
四
節
）。

富
士
郡
衙
の
衰
退
と
信
仰
遺
跡
の
登
場

　
富
士
郡
衙
に
関
連
し
た
遺
跡
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
ご
ろ
に
な

る
と
勢
力
が
弱
ま
り
、
徐
々
に
衰
退
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
終
末
段
階
に
差
し
掛

か
る
と
富
士
市
の
富
士
川
沿
い
に
浅せ
ん

間げ
ん

林ば
や
し

遺
跡
や
破は

魔ま

射い

場ば

遺
跡
が
入
れ
替
わ
る

よ
う
に
出
現
し
、
本
格
的
な
集
落
の
造
営
が
確
認
さ
れ
る
。
中
枢
的
な
集
落
が
富

士
市
域
の
東
平
遺
跡
周
辺
か
ら
富
士
川
流
域
へ
と
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
時
期
は
『
扶ふ

桑そ
う

略り
ゃ
く

記き

』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郡
衙
が
盗
賊
集
団

に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
た
と
い
っ
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
郡
衙
と
し
て
の
機
能
は

ほ
と
ん
ど
崩
壊
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
〇
世
紀
前
半
に
は
、
浅
間
大
社
遺
跡
（
本
編
第
三
章
第
四
節
）
で
の
遺
物
の

出
土
や
大
宮
城
跡
（
本
編
第
四
章
第
四
節
コ
ラ
ム
）
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。

浅
間
大
社
遺
跡
は
『
日
本
三
代
実
録
』
の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
富
士
山
に
対
す
る

祭さ
い

祀し

を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
宮
城
跡
に
つ
い
て
も
富
士
山
本

宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間
大
社
）
と
と
も
に
信
仰
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
加
え
て
、
村
山
浅
間
神
社
遺
跡
の
よ
う
に
新
た
に
山
中
に
活
動
域
を
求
め
た
信

仰
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
の
登
場
も
確
認
で
き
る
。

　
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
の
富
士
郡
衙
衰
退
の
中
、
浅
間
大
社
は
社
格

が
徐
々
に
上
が
っ
て
お
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
や
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名み
ょ
う

帳ち
ょ
う

』
に
社
格

の
昇
級
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
奈
良
時
代
以
降
の
律
令
体
制
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
始
め
、
地
域
再
編
の
動
き
の

縮尺不同

図 1-9　牛ヶ沢遺跡検出住居（下）
　　　　竈

かまど

拡大図（上）

写真 1-6　牛ヶ沢遺跡の住居から検出した竈
　　　　　（東から撮影）

写真 1-7　牛ヶ沢遺跡出土の土器
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中
で
、
祭
祀
を
執
行
す
る
場
が
大
宮
へ
と
移
動
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

富
士
山
信
仰
の
新
た
な
展
開
と
中
世
の
様
相

　
富
士
宮
市
域
で
は
、
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
後
半
に
か
け
て
は
遺
跡
の

分
布
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
の
様
相
が
不
明
瞭
な
状
況
が
続
く
。
し
か
し
、
浅
間

大
社
や
大
宮
城
は
、一
〇
世
紀
前
半
ご
ろ
に
は
活
動
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

少
し
遅
れ
て
一
一
世
紀
後
半
ご
ろ
に
は
、
山
宮
浅
間
神
社
遺
跡
で
も
遺
物
の
出
土

が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
本
編
第
三
章
第
四
節
）。
こ
の
時
期
は
、
三
島
ヶ

岳
に
お
け
る
経
塚
の
構
築
（
写
真
１−

８
〜
10
）
や
末ま
つ

代だ
い

上し
ょ
う

人に
ん

が
活
躍
し
た
段
階

（
本
編
第
五
章
第
二
節
）
で
富
士
山
信
仰
の
様
相
が
具
体
的
に
な
っ
て
く
る
時
期

で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
踏
ま
え
る
と
、
中
世
に
お
け
る
一
二
世
紀
に
は
、
大

宮
の
浅
間
大
社
と
山
宮
浅
間
神
社
が
相
互
に
つ
な
が
り
を
持
ち
、
富
士
山
へ
の
登
拝

と
い
っ
た
新
た
な
信
仰
形
態
の
画
期
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
後
、
一
四
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
村
山
浅
間
神
社
遺
跡
で
も
遺
物
の
出
土
が

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
頃
か
ら
村
山
浅
間
神
社
遺
跡
で
は
、
人
の
活
動

が
再
び
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
北
側
の
社し
ゃ

叢そ
う

で
は
土
地
の
開
発
な
ど
が
確
認
で

き
る
。
一
五
世
紀
～
一
六
世
紀
ご
ろ
に
は
、
大だ
い

棟と
う

梁り
ょ
う

権ご
ん

現げ
ん

社し
ゃ

の
あ
っ
た
平
坦
地
な

ど
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
浅
間
大
社
遺
跡
や
大
宮
城
跡
に
つ
い
て
も
中
世
で
は
カ
ワ
ラ
ケ
の
ほ
か
、
現
在

の
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
地
域
で
作
ら
れ
た
青せ
い

磁じ

や
白は
く

磁じ

と
い
っ
た
威い

信し
ん

材ざ
い

が
出
土

し
て
お
り
、
そ
の
力
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。
大
宮
城
跡
は
一
三
世
紀
後
半
ご

ろ
か
ら
堀
や
土ど

塁る
い

な
ど
が
造
ら
れ
、
一
六
世
紀
中
ご
ろ
に
は
非
常
に
優
れ
た
防
御

性
を
有
し
た
「
城
」
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

　
中
世
で
は
一
般
の
集
落
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
浅
間
大
社

や
大
宮
城
が
大
き
な
力
を
つ
け
て
い
た
様
子
か
ら
考
慮
す
る
と
、
周
辺
に
は
い
く

つ
か
の
集
落
が
あ
り
多
く
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

写真 1-8　三島ヶ岳経塚出土の経筒
　　　　　（写真右側、浅間大社写真蔵）

写真 1-9　三島ヶ岳経塚出土の土器の一部
　　　　　（浅間大社写真蔵）

写真 1-10　三島ヶ岳経塚出土の経巻
　　　　　（浅間大社蔵）
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第
五
節
　
　
中
世
の
道
と
宿

東
海
道
と
駅
・
宿

　
現
代
の
人
々
は
遠
く
ま
で
旅
を
す
る
と
き
、
自

動
車
や
電
車
を
利
用
す
る
が
、
動
力
が
な
か
っ
た

時
代
は
、
歩
い
た
り
馬
に
乗
っ
た
り
し
て
進
む
し

か
な
か
っ
た
（
船
に
乗
っ
て
海
路
を
進
む
ケ
ー
ス

も
あ
っ
た
）。

　
古
代
の
中
央
政
権
は
、
列
島
各
地
に
指
示
を
伝

え
る
た
め
、
地
方
に
通
じ
る
道
路
を
開
い
た
。
そ

の
一
つ
が
「
東
海
道
」
で
あ
る
。
駿
河
国
に
も
東

海
道
が
通
り
、
各
所
に
「
駅う
ま
や

」
が
配
置
さ
れ
た
。

小
川
・
横
田
・
息お
き

津つ

・
蒲か
ん

原ば
ら

・
柏か
し
わ

原は
ら

・
長
倉
・
横

走
と
い
う
駅
が
あ
っ
た
が
、
貞じ
ょ
う

観か
ん

六
年
（
八
六
四
）

に
柏
原
駅
は
廃
止
さ
れ
、
蒲
原
駅
が
富
士
川
の
東

に
移
さ
れ
た
。

　
中
世
に
な
る
と
蒲
原
駅
は
消
滅
し
、
富
士
川
の

西
に
「
蒲
原
宿
」
と
い
う
宿
が
成
立
す
る
。
貞じ
ょ
う

応お
う

二
年
（
一
二
二
三
）
に
旅
を
し
た
『
海
道
記
』
の

作
者
は「
蒲
原
の
宿
」に
泊
り
、富
士
川
を
馬
に
乗
っ

て
渡
っ
て
い
る
。
嘉か

禎て
い

四
年
（
一
二
三
八
）
に
藤
原
頼よ
り

経つ
ね

（
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
）

が
上じ
ょ
う

洛ら
く

し
た
際
に
は
、
往
路
・
復
路
と
も
に
蒲
原
で
宿
泊
し
て
い
て
、
こ
こ
が
街

道
上
の
主
要
な
宿
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弘こ
う

安あ
ん

三
年
（
一
二
八
〇
）
に

は
飛あ
す
か
い
ま
さ
あ
り

鳥
井
雅
有
が
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
の
旅
の
途
中
で
「
神
原
と
い
ふ
宿
」
に
泊
り
、

富
士
川
と
「
う
る
ひ
川
」（
潤
井
川
）
を
渡
っ
て
「
よ
し
わ
ら
」（
吉
原
）
の
家
に

立
ち
寄
っ
て
い
る
（『
春
の
深
山
路
』）。
吉
原
に
も
人
家
は
あ
っ
た
が
、
蒲
原
の

よ
う
に
「
宿
」
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

身
延
に
通
じ
る
道

　
文ぶ
ん

永え
い

一
一
年
（
一
二
七
四
）
五
月
一
七
日
、
日
蓮
は
身
延
に
赴
く
途
中
で
富と

木き

常じ
ょ
う

忍に
ん

に
あ
て
て
書
状
を
書
い
て
お
り
、「
一
四
日
に
車
返
、
一
五
日
に
大
宮
、

一
六
日
に
南
部
に
泊
っ
た
」
と
み
え
、
車く
る
ま

返が
え
し

（
沼
津
市
三
枚
橋
付
近
）
に
泊
っ
た

翌
日
に
大
宮
に
着
い
て
一
泊
し
、
翌
日
は
甲か

斐い

の
南
部
（
山
梨
県
南み
な
み

巨こ

摩ま

郡
南
部

町
）
ま
で
赴
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
富
士
浅
間
社
（
現
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
） 図 1-10　中世の富士宮とその周辺（地理院地図 Vector を加工して作成）

●は街道が通った主要な場所
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の
あ
る
大
宮
は
、
人
々
が
宿
泊
で
き
る
「
宿
」
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
大
宮
か

ら
南
部
を
通
っ
て
身
延
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
駿
河
と
甲
斐
を
結
ぶ
道
の
う
ち
、
い
ち
ば
ん
よ
く
利
用
さ
れ
た
の
は
、
身
延
を

通
る
街
道
だ
っ
た
。
天て
ん

正し
ょ
う

八
年
（
一
五
八
〇
）
に
穴あ
な

山や
ま

信の
ぶ
君た
だ
が
発
給
し
た
伝て
ん
馬ま

手

形
（
手
形
を
持
っ
て
い
る
旅
人
に
馬
を
提
供
す
る
よ
う
宿
々
に
指
示
し
た
文
書
）

に
、
江え

尻じ
り
・
興お
き
津つ

・
由ゆ

比い

・
内う
つ
房ぶ
さ
・
万ま
ん
沢ざ
わ
・
南
部
・
下
山
・
岩
間
・
甲
府
と
い
う

よ
う
に
、
街
道
沿
い
の
宿
の
名
前
が
み
え
、
道
筋
と
主
要
な
宿
の
配
置
が
わ
か
る
。

日
蓮
の
場
合
と
違
い
、駿
府
（
静
岡
市
葵
区
）
か
ら
東
に
進
ん
で
北
に
折
れ
る
コ
ー

ス
だ
が
、「
内
房
」
が
街
道
沿
い
の
宿
と
し
て
そ
の
名
を
み
せ
て
い
る
。

　
内
房
宿
は
ほ
か
の
史
料
に
も
登
場
す
る
。
天て
ん

文ぶ
ん

二
一
年
（
一
五
五
二
）
一
〇

月
、今
川
義よ
し
元も
と
の
娘
が
武
田
義よ
し
信の
ぶ
（
晴は
る
信の
ぶ
の
嫡ち
ゃ
く

子し

）
に
嫁
ぐ
た
め
甲
斐
に
赴
く
が
、

二
二
日
に
駿
府
を
出
発
し
て
興
津
に
泊
り
、
二
三
日
に
「
う
つ
ふ
さ
」
に
着
い
た

と
、『
高こ
う

白は
く

斎さ
い

記き

』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
文
二
三
年
四
月
に
は
備び

前ぜ
ん
の

大
村
家い
え
盛も
り
が
関
東
か
ら
の
帰
途
に
こ
の
地
を
通
っ
た
。
一
四
日
の
朝
に
沼
津
を
出

発
、
昼
は
吉
原
で
休
憩
し
、
富
士
川
を
船
で
渡
っ
た
あ
と
「
う
つ
ふ
さ
」
に
至
り
、

望
月
と
い
う
「
宿
主
」
の
家
で
一
泊
し
て
い
る
。
翌
日
は
南
部
で
昼
休
憩
を
と
っ

て
身
延
に
至
っ
て
お
り
、
内
房
か
ら
身
延
ま
で
は
一
日
の
行
程
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
（「
参さ
ん

詣け
い
道
中
日
記
」）。

　
内
房
の
北
端
に
あ
た
る
橋は
し
上か
み
に
は
、
富
士
川
の
渡
場
が
あ
っ
た
。
富
士
川
渡
船

の
要
地
で
あ
る
橋
上
に
は
「
船
役
所
」
が
置
か
れ
、
旅
人
が
「
手し
ゅ

判は
ん
」（
手
形
）

を
持
っ
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
い
た
。
天
文
二
一
年
、
今
川
義
元
は
森

彦
左
衛
門
尉
が
北
条
と
の
戦
い
の
際
に
「
河
舟
」
を
操
作
し
な
が
ら
尽
力
し
た
こ

と
を
賞
し
、
諸
役
免
除
を
認
め
て
い
る
（
軍
勢
や
兵
糧
を
船
に
載
せ
富
士
川
を
渡

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
）。
永え
い

禄ろ
く

一
三
年
（
一
五
七
〇
）
に
は
葛か
ず
ら

山や
ま

氏う
じ

元も
と

（
駿
河
郡

の
国
衆
）
が
「
は
し
か
み
船
役
所
中
」
に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
、
竹ち
く
阿あ

弥み

と
い

う
人
を
通
行
さ
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
（
写
真
１−

11
）。
氏
元
の
も
と
を
訪

れ
た
帰
途
に
竹
阿
弥
が
橋
上
を
通
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、「
手
判
が
な
い
」
と
い

写真 1-11　葛山氏元朱印状（個人蔵、山梨県立博物館寄託）
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第
一
章  

古
代
・
中
世
の

　
　
　富
士
宮
地
域

う
理
由
で
断
ら
れ
た
。
そ
こ
で
氏
元
は
こ
の
朱
印
状
を
書
い
て
竹
阿
弥
に
渡
し
、

竹
阿
弥
は
ま
た
橋
上
に
来
て
役
所
の
人
に
朱
印
状
を
見
せ
、
無
事
通
し
て
も
ら
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
は
穴
山
信
君
（
駿
河
江
尻
城
主
）

が
森
彦
左
衛
門
尉
と
「
初は
し
鹿か

見み

船
方
衆
」
に
あ
て
て
判は
ん
物も
つ
を
出
し
、
毎
度
「
筏い
か
だ

の

奉
公
」（
人
員
や
物
資
を
筏
に
乗
せ
て
運
ぶ
作
業
か
）を
勤
め
て
く
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
ほ
か
の
諸
役
を
免
除
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。

大
宮
と
本
栖
を
つ
な
ぐ
道

　
駿
河
と
甲
斐
を
つ
な
ぐ
道
の
一
つ
に
、
大
宮
を
通
っ
て
本も
と

栖す

に
至
る
街
道
も

あ
っ
た
。
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
四
月
、
武
田
氏
を
滅
ぼ
し
て
帰
途
に
つ
い

た
織
田
信
長
は
、
一
二
日
未
明
に
本
栖
を
出
発
、「
か
み
の
が
原
」「
井
手
野
」
を

通
り
、
途
中
「
人ひ
と
穴あ
な
」
を
見
物
、
大
宮
に
着
い
て
一
泊
し
て
い
る
（『
信し
ん

長ち
ょ
う

公こ
う

記き

』、

本
編
第
四
章
第
六
節
）。
井
出
野
や
人
穴
か
ら
大
宮
ま
で
ど
の
道
を
通
っ
た
か
は

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
道
筋
を
推
測
で
き
る
。
天
正
一
〇

年
七
月
、
徳
川
家
康
が
駿
河
か
ら
甲
斐
に
入
っ
た
際
に
は
、
七
日
に
清
水
を
出
発
、

大
宮
を
通
っ
て
「
金か
ん
の

宮み
や

」（
淀よ
ど
師し

の
金
之
宮
）
ま
で
進
ん
で
い
る
（『
家い
え

忠た
だ
日
記
』、

写
真
１−

12
）。
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
九
月
に
武
田
晴
信
が
甲
斐
か
ら
駿
河

に
入
っ
た
時
に
は
、
一
五
日
に
大た
い

石せ
き

寺じ

に
着
陣
、
一
六
日
に
「
馬
見
墓
」（
馬う
ま

見み

塚づ
か
）
に
陣
取
っ
て
い
る
。
家
康
は
南
か
ら
北
、
晴
信
は
北
か
ら
南
に
進
ん
で
い
る

が
、
大
宮
―
金
宮
―
馬
見
塚
―
上
野
と
つ
な
が
る
同
じ
道
を
通
っ
て
お
り
、
こ
れ

を
北
に
延
長
す
る
と
上
井
出
や
人
穴
に
至
る
。
大
宮
と
本
栖
を
つ
な
ぐ
幹
線
道
路

は
、
大
宮
―
金
宮
―
上
野
―
上
井
出
―
人
穴
―
本
栖
と
い
う
ル
ー
ト
だ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
の
今
川
義
元
の
判
物
（
井
出
駒こ
ま
若わ
か
あ
て
）
に
は
「
富

士
上
野
の
関
銭
と
し
て
、
年
中
一
度
、
馬
一
疋ひ
き
に
つ
き
百
文
ず
つ
徴
収
す
る
こ
と

を
認
め
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
（
本
編
第
四
章
第
二
節
）、上
野
に
「
関
」
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

写真 1-12　家忠日記（駒澤大学図書館蔵）
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富
士
宮
市
域
北
端
の
根ね

原ば
ら

に
も
関
が
置
か
れ
て
い
た
。
応お
う

永え
い

一
六
年

（
一
四
〇
九
）、
道ど
う

仁に
ん
が
富
士
長ち
ょ
う

永え
い

に
「
富
士
浅
間
宮
御
神
領
の
内
の
禰
原
関
所
」

を
管
理
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
根
原
（
禰
原
）
に
関
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
（
写
真
１−

13
）。
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
の
今
川
氏う
じ

真ざ
ね
朱
印
状
（
北
山
・

木き

伐き
り
山や
ま
・
三
沢
・
下
方
の
山や
ま

作つ
く
り

の
頭
あ
て
）
は
「
厚
原
・
根
原
両
所
の
新
関
」
で

山
作
の
人
た
ち
か
ら
関
銭
を
取
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（
山
作
は
関
銭
を
払
わ
な
く

て
も
い
い
）
と
い
う
内
容
の
も
の
で
、
戦
国
期
に
は
根
原
に
「
新
関
」
が
置
か
れ

て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
七
月
に
は
武
田
信
玄

が
小
林
七
郎
左
衛
門
尉
に
「
根
原
郷
な
ら
び
に
関
」
三
貫
文
を
給
与
し
て
い
る
。

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
三
月
に
は
根
原
郷
に
あ
て
て
武
田
家
の
朱
印
状
が
出
さ

れ
、伝て
ん
馬ま

に
関
わ
る
と
り
き
め
を
伝
え
て
い
る
。
根
原
は
街
道
の
要
所
に
あ
た
り
、

こ
こ
の
人
々
は
伝
馬
の
提
供
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
上
井
出
と
人
穴
は
「
上
井
出
宿
」「
人
穴
宿
」
と
い
う
表
記
で
史
料
に
み
え
る
。

天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
閏う
る
う

一
月
、
徳
川
家
康
が
「
上
井
出
宿
中
」
の
百
姓
に

あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
て
お
り
、
上
井
出
は
「
上
井
出
宿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

同
年
七
月
に
も
家
康
は「
人
穴
の
年
寄
」に
あ
て
て
朱
印
状
を
出
し
て
い
る
が
、「
駿

州
富
士
人
穴
宿
中
の
事
」
と
あ
る
の
で
、
人
穴
も
「
人
穴
宿
」
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
栖
か
ら
吉
原
（
富
士
市
）
に
至
る
道
は
、
本
栖
―
根
原
―
人
穴
―
上
井
出
―

上
野
―
大
宮
―
厚
原
―
吉
原（
元
吉
原
）と
い
う
コ
ー
ス
を
辿
り
、要
所
に
は「
宿
」

が
あ
っ
て
、
根
原
や
上
野
・
厚
原
に
は
関
所
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

写真 1-13　道仁書下（大宮司富士家文書、静岡県立美術館蔵）


